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• 道路法に基づく車両の最高限度（道路法第４７条第１項、車両制限令第３条）

高さ３．８ｍ ※指定道路４．１ｍ（高さ指定道路）

長さ１２ｍ
幅２．５ｍ

最小回転半径１２ｍ

総重量２０ｔ ※指定道路２５ｔ（重さ指定道路）
（車両自重＋積載物重量＋乗員）軸重１０ｔ

輪荷重５ｔ輪荷重５ｔ

（隣り合う車軸の
軸距により）
１８ｔ～２０ｔ

車両制限令に定める車両の最高限度（一般的制限値）
荷物を積載した状態で下記の制限値を一つでも超える場合は特車通行許可が
必要となります！

道路は、「一般交通の用に供する道」であり、一定のルールに従って、通行する必要があります。

1※国交省特車講習資料より

新規格車も指定道路・高速道路以外では特車通行許可が必要です

注意
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「警告」の累積に応じた措置
累積点数に応じて「割引停止」や「利用停止」の措置を講じる場合、契約者に対して「警告」を行い、契約者
が2 年間に3 回の「警告」を受けた場合、契約者のカード全部に対し割引停止を実施
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大口・多頻度割引停止措置の見直し 平成２９年４月１日
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見直しの内容に関するお問
い合わせはこちらまで

「大口・多頻度割引停止措
置等の見直しに関する問合
せ窓口」
0570-018-900

受付時間：9:30～17:00
（土・日・祝日、
年末年始を除く平日）

※上記お問い合わせ窓口
は平成２９年２月１日（水）
９時３０分開設となります。

※お問い合わせの際は、は
じめに「車両制限令違反に
よる大口・多頻度割引停止
措置に関する問合せ」であ
る旨をお伝えください。



6   

割引停止措置等に至るまでのイメージ及び点数表等



コーポレートカードペナルティ（事業協同組合全体）

7

組合の契約資格取消

組合全体の利用停止

組合全体の割引停止

違反した組合員の割引（利用）停止

及び

組合全体のカード追加発行受付停
止

ある組合員が２年間で累計60点
以上の車限令違反 又は

車限令違反に係る即時告発

違反

一部割引（利
用）停止

全部割引停止

全部利用停止

契約者資格
取消
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コーポレートカードペナルティ（事業協同組合全体）

A
社
（
契
約
者
）

B
社
（
利
用
者
）

C
社
（
利
用
者
）

D
社
（
利
用
者
）

・・・・

※ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社特車講習資料より
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コーポレートカードペナルティ（事業協同組合全体）

E
社
（
契
約
者
）

F
社
（
利
用
者
）

・・・・・・・・・・・・

※ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社特車講習資料より
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※ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社特車講習資料より
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車検証上の積載重量を守っていれば車両制限令の重量違反とはなりません
か？

回答：車検証の積載重量は車両としての積載重量であって安全に運搬できる
か、安全に止まれるかといった能力的なものであり、実際に荷物を積ん
で道路を通行出来る積載量とは異なります。特殊車両（単車・トレーラ）
については車検証の積載重量以下で、かつ、特殊車両の通行許可の許
可限度重量（総重量、軸重、輪荷重）以内での通行が必要となりますの
で注意が必要です。

したがって車検証の積載重量であっても、荷物の積み付け方法や偏
荷重により、軸重及び輪荷重の違反となる恐れがあるので荷主等の理
解のもと積載することが必要となります。


